
千葉市家庭児童相談室設置運営要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、家庭児童相談室の設置運営について（昭和３９年４月２２日厚

生省発児第９２号厚生事務次官通知）及び家庭児童相談室の設置運営について（昭

和３９年４月２２日児発第３６０号厚生省児童局長通知）に定めるもののほか、千

葉市家庭児童相談室（以下「相談室」という。）の運営に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （設置） 

第２条 相談室は、保健福祉センターに設置する。 

 （相談日等） 

第３条 相談室における相談業務は、１週間につき４日、保健福祉センターの長が定

める日において行うものとし、その時間は、午前９時から午後４時３０分までとす

る。 

 （職員） 

第４条 相談室には、次の各号に掲げる職員を配置する。  

（１）家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 １人 

（２）家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員（以下「家庭相談員」とい

う。） １人 

２ 家庭相談員は、相談指導業務を行う場合は、常に身分証明書（様式第１号）を携

帯していなければならない。 

（事務処理） 

第５条 家庭相談員は、その職務の執行状況を家庭児童票（様式第２号）に記入し、

所属する保健福祉センターこども家庭課長の閲覧を受けなければならない。  

２ 家庭相談員は、前項の家庭児童票のほか、次の帳簿を備え付け、家庭相談員が取

り扱ったケースに関して、その種別、相談経過指導後の状態等を明確に記録しておか

なければならない。 

（１）家庭児童票登録台帳（様式第３号）  

 （補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成４年４月１日から施行する。  

２ 千葉市家庭児童相談室運営要綱（昭和４４年４月１日施行）は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成９年８月１日から施行する。 

   附 則 



  この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、  

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。  



様式第１号 

 

表（縦５．５センチメートル、横８．５センチメートル） 

 

 

   
                   第   号 

     身 分 証 明 書 

 

 所  属 

 

  氏  名 

 

  生年月日      年  月  日生 

  

 写 真 欄 

 

  縦２５㎜ 

  横２０㎜ 

 

 

    上記の者は、千葉市家庭相談員であることを証明する。 

 

               年  月  日発行 

 

        千葉市長          印 

 

裏 

 

  

            注意事項 

 

  １ 本証明書は、常時携帯すること。 

 

   ２ 本証明書は、他人に貸与又は譲渡しないこと。 

 

   ３  本証明書は、紛失、汚損しないよう注意すること。 

 

   ４ 本証明書を紛失、汚損した場合は、速やかに再交付を受 

   けること。 

 

   ５ 退職する場合は、直ちに返還しなければならない。 

 

   



様式第２号 

担当者

性別

性別 年齢 続柄

続柄
同居・別

居

課長 課長補佐 主査 担当

（要保護児童管理台帳への登載関連等の記載も可）

終結　　　　　年　　月　　日開始　　　　　年　　月　　日（　）

氏　名 備　考

家
族
構
成

関
係
連
携
機
関

相
談
歴

（ジェノグラム等自由記載）

決
裁

（学校・保育所・幼稚園・援護課・健康課・援護課

主任児童委員・民生児童委員との連携を記載）

生年月日 職業・学校

　

年月日生

　　　　才

　　　経路；(文章により具体的に記載。分類記載も可）

相
談
事
由

（相談の主訴、その対応、継続支援の判断等記載内容については区判断）

才

保
護
者

家 庭 児 童 票
種別

電話番号（携帯）

職業

児
童
氏
名

住　　　　　所

住　　　　　所氏
ふり

　名
がな

氏
ふり

　名
がな

生年月日・年齢

（家児相・児相等における過去の

相談歴自由記載）

ケース番号

(本籍地記載も可)

 



（裏面） 
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談
内
容



様式第３号 

　　　　年度　家庭児童票登録台帳
NO 児童氏名 カナ 性 年齢 種別 59経 43経 44種 45処 開始 備考
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